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資料４１ 
 

情報公開･個人情報保護審議会 諮問・報告事項 
 
 

件

名 

高額介護合算療養費（高額医療合算介護（予防）サービス費）支給に伴うシ

ステム修正等について 
 
 
内容は別紙のとおり 

 
 
条例の根拠 

【諮問】 

◇第16条第1項本文（電子計算機による個人情報の処理開発、変更） 

◇第17条第１項第4号（外部電子計算機との結合） 

【報告】 
◇第14条第1項（業務委託） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（担当部課：福祉部 介護保険課 給付係） 
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事業の概要 

事業名 高額医療合算介護（予防）サービス費支給業務 

担当課 福祉部介護保険課 

目 的 高額医療合算介護（予防）サービス費の給付 

対象者 介護保険被保険者 

事業内容 ①医療保険・介護保険の両方を利用する世帯の負担の解消を目的とした、介護サ

ービス費の給付。 

②医療保険と介護保険の両方の利用状況を把握し、高額医療合算介護（予防）サ

ービス費の支給対象者に勧奨通知を発送する。 

①、②を遂行するにあたり、東京都国民健康保険団体連合会に計算処理委託を行

う。 

③医療保険（社会保険等）で年額データの捕捉ができない者に対しては、介護保

険者は申請者に対し、自己負担証明書を発行する。 

これに伴い、以下の点につき、介護保険システムを変更する。 

１．証明書発行機能 

２．東京都国民健康保険団体連合会とのデータ授受機能 

 

付属資料１、２、３参照。 
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付属資料１ 

 高額医療・高額介護合算制度 

高額医療・高額介護合算制度は、毎年８月から翌年の７月までにかかった医療保険の自己負担額と介

護保険の利用者負担額の１年間の合計額が高額になった場合に、医療保険と介護保険の両方を利用す

る世帯の負担がかかりすぎないように年間の限度額を定め、限度額を超えた金額を払い戻すものいう。 

＜限度額は以下のとおり＞ 

 利用している

保険  

 
 
所得の区分 

長寿（後期高齢者）

医療制度と介護保険 

被用者保険または国

民健康保険と介護保

険（７０～７４歳の方

がいる世帯） 

被用者保険または国

民健康保険と介護保

険（７０歳未満の方

がいる世帯） 

現役並所得の方 ６７万円（８９万円） ６７万円（８９万円） 126万円（168万円） 

一般の方 ５６万円（７５万円） ５６万円（７５万円） ６７万円（８９万円） 

区分Ⅱ ３１万円（４１万円） ３１万円（４１万円）低所得

の方 区分Ⅰ １９万円（２５万円） １９万円（２５万円）

３４万円（４５万円） 

＊初年度は対象となる月が平成２０年４月から平成２１年７月までの１６カ月になるた 

め、カッコ内の金額となる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

付属資料２

事務手続きの流れ （東京都国民健康保険団体連合会に委託できる場合）

　
支
給

　
支
給
申
請

　
支
給

②申請情報

　
計
算
結
果
報
告

医
療
自
己
負
担
額
情
報

　
申
請
情
報

　
計
算
結
果
報
告

介
護
自
己
負
担
額
情
報

　
申
請
情
報

東京都国民健康保険団体連合会
【合算計算】

介護保険者（新宿区）
医療保険者

（新宿区国民健康保
険・長寿医療制度）

　
③

　
④

　
④

　
③

　
⑤

　
①

　
⑤

※ 国保連に計算事務を委託することで、申請者は医療保険者への申請を一度行
うだけで、高額医療合算介護サービス費が、各保険者から支給されることとなる。

医療保険・介護保険の両サービス利用世帯
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付属資料３

事務手続きの流れ （東京都国民健康保険団体連合会に委託できない場合）

　
支
給

5 　
自
己
負
担
額
証
明
書
発
行

2 　
自
己
負
担
額
証
明
書
交
付
申
請

1 　
支
給

5 ＊
介
護
の
自
己
負
担
額
証
明
書
添
付

　
支
給
申
請

3

４　計算結果報告

※　申請者は、まず介護保険者に自己負担額証明書の交付申請をし、発行を受けた証明
書を添付して、さらに医療保険者へ申請を行う。

医療保険・介護保険の両サービス利用世帯

介護保険者（新宿区）
医療保険（社会保険等）

【合算計算】
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別紙（個人情報処理システム開発・変更関係） 

◇１．電算開発等（第16 条第1 項本文関係）・・・諮問事項 

件名 高額医療合算介護（予防）サービス費支給に伴う介護保険システムの変更

（追加）について 

 

保有課（担当課）  福祉部介護保険課給付係 

登録業務の名称 高額医療合算介護（予防）サービス費支給業務 

記録される情報項

目（だれの、どの

ような項目が、ど

このコンピュータ

に記録されるの

か） 

１ 個人の範囲 

 

介護保険被保険者 

 

２ 記録項目 

 

別紙のとおり 

 

３ 記録するコンピュータ 

 

ホストコンピュータ 

 

 

新規開発・追加・

変更の理由 

介護保険における高額医療合算介護（予防）サービス費を支給する（介護保険法第

51 条の 2、61 条の 2）にあたり、東京都国民健康保険団体連合会（以下「国保連」

という）へ支給計算を委託する。そのため、国保連との情報送受信等、高額医療合

算介護（予防）サービス費情報の管理を行うことが必要となる。 

新規開発・追加・

変更の内容 

国保連に支給計算事務を委託するに伴い、ホストコンピュータの介護保険システム

の仕様変更が必要となる。 

 １．国保連に自己負担情報を提供するため、国保連指定の書式でファイルを新規

作成する必要があり、開発業者に委託して、介護保険システムのデータベー

ス等を加工して、国保連指定のファイルを作成する。 

２．国保連から納品（伝送）される、支給計算内容の磁気媒体（情報）を加工す

るため、現行の介護保険システムの修正が必要となる。  

開発等を委託する

場合における個人

情報保護対策 

開発過程では区民の情報に直接ふれさせない。テストにはダミーデータを使う。デ

ータセットアップには職員が立ち会う。出入りする業者は名札をつける。 

新規開発・追加・ 

変更の時期 

審議会承認後 
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別紙 記録項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の情報の項目 新たに追加する項目 

保険者番号、被保険者番号、氏名、生年月日、性別、

資格取得年月日、資格喪失年月日、老人保健市町村

番号、公費負担者番号、申請年月日、みなし要介護区

分コード、要介護区分コード、認定有効期間開始日、認

定有効期間終了日、居宅サービス計画作成区分コー

ド、居宅介護支援事業所番号、居宅サービス計画適用

開始年月日、居宅サービス計画適用終了年月日、支

給限度基準額、上限管理適用期間開始年月日、上限

管理適用期間終了年月日、公費負担上限額の有無、

償還払い化開始年月日、償還払い化終了年月日、給

付率引下げ開始年月日、給付率引下げ終了年月日、

減免申請中区分コード、利用者負担区分コード、利用

者負担給付率、利用者負担適用開始年月日、標準負

担区分コード、標準負担額、標準負担額提供開始年月

日、標準負担額提供終了年月日、利用者負担限度額 

保険者番号（後期高齢）、被保険者番号（後期高齢）、

保険者番号（国保）、被保険者番号（国保）、個人番号

（国保） 

保険制度コード、保険者名称、異動区分、補正済自己

負担額送付区分、支給申請書整理番号、支給申請区

分、支給申請形態、申請代表者氏名、申請代表者住

所、申請代表者電話番号、申請年月日、自己負担額証

明書交付申請の有無、支給方法、口座管理番号、金融

機関コード、店舗コード、口座種目、口座番号、口座名

義人（カナ）、振込先口座管理番号、自己負担額証明書

整理番号、保険制度コード、対象年度、対象計算期

間、被保険者期間、各月の自己負担額、うち 70 歳～74

歳の者に係る負担額、高額介護（予防）サービス費支

給額（70 歳未満）、高額介護（予防）サービス費支給額

（70 歳～74 歳）、自己負担額年度合計、うち 70 歳～74

歳の者に係る負担額年度合計、高額介護（予防）サー

ビス費支給額年度合計（70 歳未満）、高額介護（予防）

サービス費支給額年度合計（70 歳～74 歳）、宛先氏

名、宛先住所、証明書発行年月日、証明書発行者名、

証明書発行者住所、問合せ先住所、問合せ先住所名

称、問合せ先住所電話番号、計算結果送付先情報、計

算結果送付先住所、計算結果送付先名称、計算結果

送付先電話番号、給付実績作成区分コード、決定年月

日、自己負担総額、支給額、処理年月 
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別紙（電子計算機の外部結合関係） 

◇１．外部との結合（第17 条第1 項第4 号関係）・・・諮問事項 

件名 高額医療合算介護（予防）サービス費支給に伴う東京都国民健康保険団体連

合会との外部結合（結合項目の追加）について 

 

保有課（担当課） 
 

福祉部介護保険課 

登録業務の名称 
 

高額医療合算介護（予防）サービス費支給業務 

結合される情報項目（だ

れの、どのような項目か）

 

１ 個人の範囲 

 

  介護保険被保険者 

 

 

２ 記録項目 

 

  別紙のとおり 

結合の相手方 

 

東京都国民健康保険団体連合会（介護保険法第176条） 

結合する理由 

 

介護保険被保険者の自己負担額情報を東京都国民健康保険団体連合会（以下

「国保連」という）のサーバーと区の専用パソコンとを結合して、高額医療

合算介護（予防）サービス費の支給計算を国保連で行うため。 

結合の形態 

情報政策課において、自己負担額情報をデータ化し、介護保険課に設置して

いる既存のＩＳＤＮ回線を使用した専用パソコンにより送受信する。 

結合の開始時期と期間 審議会承認後以降継続 

情報保護対策 

「新宿区個人情報保護条例」、「新宿区情報セキュリティ規則・対策基準」

「新宿区福祉部介護保険課における情報セキュリティ実施手順」を遵守し、

以下の措置を講ずる。 

１ 送信する交換情報ファイルは暗号化する。 

２ システムについては、不正アクセスを防ぐファイアウォールを設ける。

  また、ウイルス対策ソフトを導入し、システム及びデータの保護を図る。

３ 小型電算の利用は、該当事務を行う職員を限定するとともに、システム
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の起動については、パスワードでの確認措置をとり、担当職員以外の者

による起動はできないものとする。 

４ システムを操作する職員には、個人情報保護及び管理を十分確認するよ

う研修・指導を実施する。 

５ 伝送化に使用するパソコンは、インターネットや庁内ランシステムとの

結合は行わない。  

・国保連の講じている保護措置 

１ 回線番号による所在チェックを行う。 

２ ユーザーＩＤ、パスワードによる利用者チェックを行う。 

３ 送信する交換情報ファイルは暗号化する。 

４ ファイアウォールによる部外者侵入の阻止を図る。 

５「東京都国民健康保険団体連合会個人情報の保護に関する規則」及び「東

京都国民健康保険団体連合会電子計算処理データ保護管理規程」を厳守

する。 
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別紙 記録項目 

 

現在の情報の項目 新たに追加する項目 

保険者番号、被保険者番号、氏名、生年月日、性別、

資格取得年月日、資格喪失年月日、老人保健市町村

番号、公費負担者番号、申請年月日、みなし要介護区

分コード、要介護区分コード、認定有効期間開始日、認

定有効期間終了日、居宅サービス計画作成区分コー

ド、居宅介護支援事業所番号、居宅サービス計画適用

開始年月日、居宅サービス計画適用終了年月日、支

給限度基準額、上限管理適用期間開始年月日、上限

管理適用期間終了年月日、公費負担上限額の有無、

償還払い化開始年月日、償還払い化終了年月日、給

付率引下げ開始年月日、給付率引下げ終了年月日、

減免申請中区分コード、利用者負担区分コード、利用

者負担給付率、利用者負担適用開始年月日、標準負

担区分コード、標準負担額、標準負担額提供開始年月

日、標準負担額提供終了年月日、利用者負担限度額 

保険者番号（後期高齢）、被保険者番号（後期高齢）、

保険者番号（国保）、被保険者番号（国保）、個人番号

（国保） 

保険制度コード、保険者名称、異動区分、補正済自己

負担額送付区分、支給申請書整理番号、支給申請区

分、支給申請形態、申請代表者氏名、申請代表者住

所、申請代表者電話番号、申請年月日、自己負担額証

明書交付申請の有無、支給方法、口座管理番号、金融

機関コード、店舗コード、口座種目、口座番号、口座名

義人（カナ）、振込先口座管理番号、自己負担額証明書

整理番号、保険制度コード、対象年度、対象計算期

間、被保険者期間、各月の自己負担額、うち 70 歳～74

歳の者に係る負担額、高額介護（予防）サービス費支

給額（70 歳未満）、高額介護（予防）サービス費支給額

（70 歳～74 歳）、自己負担額年度合計、うち 70 歳～74

歳の者に係る負担額年度合計、高額介護（予防）サー

ビス費支給額年度合計（70 歳未満）、高額介護（予防）

サービス費支給額年度合計（70 歳～74 歳）、宛先氏

名、宛先住所、証明書発行年月日、証明書発行者名、

証明書発行者住所、問合せ先住所、問合せ先住所名

称、問合せ先住所電話番号、計算結果送付先情報、計

算結果送付先住所、計算結果送付先名称、計算結果

送付先電話番号、給付実績作成区分コード、決定年月

日、自己負担総額、支給額、処理年月 
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別紙（業務委託等） 

◇電子計算機による個人情報の処理委託、重要な個人情報の提供を伴う

委託（第14 条第１項）・・・報告事項 

件名 高額医療合算介護（予防）サービス費支給に伴う計算処理の委託について 

 

保有課(担当課) 福祉部介護保険課 

登録業務の名称 高額医療合算介護（予防）サービス費支給業務 

委託先 東京都国民健康保険団体連合会 

委託に伴い事業者に処理

させる情報項目（だれの、

どのような項目か） 

１ 個人の範囲 

 

  介護保険被保険者 

 

 

２ 記録項目 

 

  別紙のとおり 

処理させる情報項目の記

録媒体 

電磁的媒体 

（介護保険ホストコンピューターシステム） 

委託理由 

高額医療合算介護（予防）サービス費の支給（介護保険法第51条の2、第61

条の 2）を行うにあたり、東京都国民健康保険団体連合会（以下「国保連」

という）へ支給計算を委託する。国保連は、介護保険レセプト情報（介護保

険法第 176 条）、国保レセプト情報の両方を保持しており、事務処理の迅速

化、効率化が可能である。 

委託の内容 

 

国民健康保険と介護保険の情報を突合し、高額医療合算介護（予防）サービ

ス費の支給対象者の抽出、支給額計算を行い、結果を各保険者へ提供する。

委託の開始時期及び期限 審議会承認後以降継続 

委託にあたり区が行う情

報保護対策 
 契約にあたり、別紙「特記事項」を付す。 

受託事業者に行わせる情

報保護対策 

１ 個人情報保護に係る規定により、個人情報の保護を図る。 

２「東京都国民健康保険団体連合会個人情報の保護に関する規則」及び「東

京都国民健康保険団体連合会電子計算処理データ保護管理規程」を厳守する。
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別紙 記録項目 

 

現在の情報の項目 新たに追加する項目 

保険者番号、被保険者番号、氏名、生年月日、性別、

資格取得年月日、資格喪失年月日、老人保健市町村

番号、公費負担者番号、申請年月日、みなし要介護区

分コード、要介護区分コード、認定有効期間開始日、認

定有効期間終了日、居宅サービス計画作成区分コー

ド、居宅介護支援事業所番号、居宅サービス計画適用

開始年月日、居宅サービス計画適用終了年月日、支

給限度基準額、上限管理適用期間開始年月日、上限

管理適用期間終了年月日、公費負担上限額の有無、

償還払い化開始年月日、償還払い化終了年月日、給

付率引下げ開始年月日、給付率引下げ終了年月日、

減免申請中区分コード、利用者負担区分コード、利用

者負担給付率、利用者負担適用開始年月日、標準負

担区分コード、標準負担額、標準負担額提供開始年月

日、標準負担額提供終了年月日、利用者負担限度額 

保険者番号（後期高齢）、被保険者番号（後期高齢）、

保険者番号（国保）、被保険者番号（国保）、個人番号

（国保） 

保険制度コード、保険者名称、異動区分、補正済自己

負担額送付区分、支給申請書整理番号、支給申請区

分、支給申請形態、申請代表者氏名、申請代表者住

所、申請代表者電話番号、申請年月日、自己負担額証

明書交付申請の有無、支給方法、口座管理番号、金融

機関コード、店舗コード、口座種目、口座番号、口座名

義人（カナ）、振込先口座管理番号、自己負担額証明書

整理番号、保険制度コード、対象年度、対象計算期

間、被保険者期間、各月の自己負担額、うち 70 歳～74

歳の者に係る負担額、高額介護（予防）サービス費支

給額（70 歳未満）、高額介護（予防）サービス費支給額

（70 歳～74 歳）、自己負担額年度合計、うち 70 歳～74

歳の者に係る負担額年度合計、高額介護（予防）サー

ビス費支給額年度合計（70 歳未満）、高額介護（予防）

サービス費支給額年度合計（70 歳～74 歳）、宛先氏

名、宛先住所、証明書発行年月日、証明書発行者名、

証明書発行者住所、問合せ先住所、問合せ先住所名

称、問合せ先住所電話番号、計算結果送付先情報、計

算結果送付先住所、計算結果送付先名称、計算結果

送付先電話番号、給付実績作成区分コード、決定年月

日、自己負担総額、支給額、処理年月 
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特 記 事 項 

（基本的事項） 

１ 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティの重要性について十分な認識を持ち、この契約によ

る業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、必要な措置を講じなければならない。 

（秘密の保持） 

２ 乙は、業務に関して知り得た情報を一切第三者に漏らしてはならない。この契約が終了した後に

おいても同様とする。 

（目的外利用及び第三者への提供等の禁止） 

３ 乙は、業務に関して知り得た情報を、この契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供し、若し

くは使用させてはならない。ただし、個人情報を除いた情報については、甲の承諾があるときはこ

の限りではない。 

（適正な管理） 

４ 乙は、業務に関する情報について、施錠できる保管庫に保管する等善良な管理者の注意をもって

保管及び管理にあたらなければならない。 

（複写等の禁止） 

５ 乙は、業務を行うため甲から貸与された情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、個人

情報を除いた情報については、甲の承諾があるときはこの限りではない。 

（再委託の禁止） 

６ 乙は、業務を一切第三者に委託してはならない。ただし、個人情報を除いた情報に係る業務につ

いては、甲の承諾があるときはこの限りではない。 

（資料等の返還等） 

７ 乙は、業務を行うために甲から提供され、又は乙が収集し、若しくは作成した情報が記録された

資料等を、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示

したときは、その指示によるものとする。 

（業務に関する報告） 

８ 乙は、甲の求めがあった場合は、業務に関する報告を行うものとする。 

（監査） 

９ 乙は、甲の立入調査等による監査を受けるものとする。 

（従業員に対する教育） 

10 乙は、乙の従業員に対する個人情報の適正な管理及び情報セキュリティに関する教育を実施しな

ければならない。 

（事故発生時等における報告） 

11 乙は、業務上の事故が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は前各項に掲げる事項に違

反したときは、速やかに甲に対して通知するとともに、その状況について書面をもって報告し、甲

の指示に従うものとする。 

（公表） 
12 甲は、乙が前各項に掲げる事項に違反し、又は怠ったときは、その事実を公表することができる。 

（損害の賠償） 

13 乙は、第１項から第１１項までに掲げる事項に違反し、又は怠ったことにより甲又は第三者に損

害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 


